
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号

特
定
港
湾
施
設
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則

特
定
港
湾
施
設
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
並
び
に
特
定
港
湾
施
設

整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
及
び
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
特
定
港
湾
施
設
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
特
定
港
湾
施
設
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
利
率

年
六
分
五
厘
（
昭
和
三
十
五
年
度
の
予
算
に
よ
り
施
行
し
た
当
該
特
定
港
湾
施
設
工
事
に
係
る
特
定
港
湾
施
設

整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
六
分
三

厘
）
。
た
だ
し
、
利
息
の
起
算
日
は
、
当
該
特
定
港
湾
施
設
工
事
の
施
行
さ
れ
る
年
度
（
以
下
「
工
事
施
行
年

度
」
と
い
う
。
）
の
十
二
月
一
日
と
す
る
。

二
　
償
還
期
限

工
事
施
行
年
度
の
十
二
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
年
四
月

三
　
元
金
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
方
法

半
年
賦
元
利
均
等
償
還
の
方
法
に
よ
り
各
年
度
の
九
月
末
日
及
び
三
月
末
日
を
支
払
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
元

金
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
三
年
四
月
の
す
え
置
期
間
を
設
け
る
も
の
と
し
、
当
該
す
え
置
期
間
に
係
る
利
息

は
、
当
該
期
間
中
の
各
年
度
の
末
日
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
令
第
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
三
年
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
特
定
港
湾
施
設
整
備
特
別
措
置
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸

省
令
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭

和
四
十
八
年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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